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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
 
 
 
 

「養子縁組あっせん事業の指導について」の一部改正について 
 
 
 
 
 標記については、昭和６２年１０月３１日付児発第９０２号厚生省児童家庭局

長通知「養子縁組あっせん事業の指導について」により行われているところであ

るが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２４年４月１日か

ら適用することとしたので通知する。 
  



（別紙）「養子縁組あっせん事業の指導について」の一部改正 新旧対照表

新 旧

児 発 第 ９ ０ ２ 号 児 発 第 ９ ０ ２ 号
昭和６２年１０月３１日 昭和６２年１０月３１日

【一部改正】平成２４年３月２９日雇児発０３２９第１１号

都道府県知事 都道府県知事
各 殿 各 殿

指定都市市長 指定都市市長

厚生省児童家庭局長 厚生省児童家庭局長

養子縁組あっせん事業の指導について 養子縁組あっせん事業の指導について

今般、民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正により、昭和６３年１月１日 今般、民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正により、昭和６３年１月１日
から特別養子縁組制度が実施されることとなったが、特別養子を含め養子縁組のあ から特別養子縁組制度が実施されることとなったが、特別養子を含め養子縁組のあ
っせん事業を行うものに対する指導に当たっては、下記事項に御留意の上、遺憾の っせん事業を行うものに対する指導に当たっては、下記事項に御留意の上、遺憾の
ないようされたい。 ないようされたい。

記 記

第１ 養子縁組あっせん事業の届出 第１ 養子縁組あっせん事業の届出
１８歳未満の自己の子を他の者の養子とすることを希望する者及び養子の養 １８歳未満の自己の子を他の者の養子とすることを希望する者及び養子の養

育を希望する者（以下「養子希望者」という。）の相談に応じ、その両者の間 育を希望する者（以下「養子希望者」という。）の相談に応じ、その両者の間
にあって、連絡、紹介等養子縁組（特別養子縁組を含む。以下同じ。）の成立 にあって、連絡、紹介等養子縁組（特別養子縁組を含む。以下同じ。）の成立
のために必要な媒介的活動を反復継続して行う行為（以下「養子縁組あっせん のために必要な媒介的活動を反復継続して行う行為（以下「養子縁組あっせん
事業」という。）は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項第 事業」という。）は、社会福祉事業法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３
２号に規定する「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」に該当するも 項第２号に規定する「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」に該当す
のである。従って当該事業を行う者は、都道府県知事（指定都市又は中核市に るものである。従って当該事業を行う者は、同法第６４条第１項に定める届出
あっては市長。以下同じ。）に対し同法第６９条第１項に定める第２種社会福 を行わなければならず、この旨指導を行うこと。
祉事業に係る届出を行わなければならず、この旨指導を行うこと。

第２ 養子縁組あっせん事業を行う者の調査等 第２ 養子縁組あっせん事業を行う者の調査等
（１）養子縁組あっせん事業について社会福祉法第６９条第１項の届出が行われる （１）養子縁組あっせん事業について社会福祉事業法第６４条第１項の届出が行わ

際には、同項に規定する事項のほか、適正な養子縁組のあっせんを確保するた れる際には、同項に規定する事項のほか、適正な養子縁組のあっせんを確保す
め、同法第７０条の規定に基づき、次の事項の報告を求めること。 るため、同法第６５条の規定に基づき、次の事項の報告を求めること。
ア 事業を行う者（団体の場合はその役員）の住所、経歴及び資産状況 ア 事業を行う者（団体の場合はその役員）の住所、経歴及び資産状況
イ 建物その他の設備の状況 イ 建物その他の設備の状況
ウ 養子縁組あっせんの実務を行う者の氏名、経歴及び勤務形態 ウ 養子縁組あっせんの実務を行う者の氏名、経歴及び勤務形態



エ 養子となるべき児童及びその家庭に対する調査、指導の内容 エ 養子となるべき児童及びその家庭に対する調査、指導の内容
オ 養子希望者及びその家庭に対する調査、指導の内容 オ 養子希望者及びその家庭に対する調査、指導の内容
カ 事業の収支計画 カ 事業の収支計画

（２）養子縁組あっせん事業の届出をした者は、社会福祉法第６９条第２項の規定 （２）養子縁組あっせん事業の届出をした者は、社会福祉事業法第６４条第２項の
に基づき、届出事項に変更が生じたときはその旨を都道府県知事に届け出るこ 規定に基づき、届出事項に変更が生じたときはその旨を都道府県知事に届け出
ととなっているが、そのほか、都道府県知事は養子縁組あっせん事業の届出を ることとなっているが、そのほか、都道府県知事は養子縁組あっせん事業の届
した者に対して、毎年、事業報告書及び収支計算書の提出並びに（１）のアか 出をした者に対して、毎年、事業報告書及び収支計算書の提出並びに（１）の
らオまでに定める事項について変更を生じた点の報告を求め、事業内容の把握 アからオに定める事項について変更を生じた点の報告を求め、事業内容の把握
に努めること。 に努めること。

（３）（略） （３）（略）

第３ 養子縁組あっせん事業を行う者に対する指導上の留意事項 第３ 養子縁組あっせん事業を行う者に対する指導上の留意事項
（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略）
（３）養子縁組あっせん事業については、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活 （３）養子縁組あっせん事業については、社会福祉法人及び民法第３４条の規定に

動法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人（以下 基づき設立される法人（以下「社会福祉法人等」という。）により行われるこ
「社会福祉法人等」という。）により行われることが望ましく、当該事業を行 とが望ましく、当該事業を行う任意団体等に対しては、第４に定める条件の整
う任意団体、個人等に対しては、社会福祉法人等として事業を行うよう指導す 備を行い社会福祉法人等として事業を行うよう指導すること。
ること。

（４）養子縁組あっせん事業に従事する職員として、社会福祉士、児童福祉法第１
３条第２項に定める児童福祉司となる資格を有する者、医師、保健師、助産師
又は看護師である相談員を２名以上配置するよう指導すること。

なお、そのうち１名は社会福祉士であることが望ましいこと。
（５）平成１４年９月５日雇児発第０９０５００４号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知「養子制度等の運用について」を踏まえた養子縁組あっせんの方法
に関する業務方法書を作成し、これに基づき事業を行うよう指導すること。

なお、この業務方法書においては、養子縁組あっせんの成立後も当該養子縁
組あっせんを行う者が引き続き定期的に面接指導等を行う旨が定められていな
ければならない。

（６）養子縁組あっせん事業を行うに当たっては、児童の権利に関する条約（平成
６年条約第２号）第２１条（ｂ）の規定により、児童は、出身国内において里
親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合
に、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することが
認められるものであり、これに従って行うよう指導すること。

（７）第２に定める調査等により、適正なあっせんが行われていないと判断される （４）第２に定める調査等により、適正なあっせんが行われていないと判断される
場合においては、改善すべき点を具体的に指摘して指導すること。 場合においては、改善すべき点を具体的に指摘して指導すること。

（８）養子縁組あっせん事業を行う者が社会福祉法第６９条第２項の規定に違反し （５）養子縁組あっせん事業を行う者が、前記（４）に定める指導に従わない場合
て変更を届け出ず、同法第７０条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは 又は第２に定める調査等に応じない場合、都道府県知事は、社会福祉事業法第
虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨 ６８条に定める聴聞手続を経た上で、同法第６７条第１項又は第２項の規定に
げ、若しくは忌避し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは適正な 基づき、当該事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができ
あっせんを行わず不当な行為をしたときは、都道府県知事は、同法第７２条第 るものであること。
１項の規定に基づき、当該事業を経営することを制限し、又はその停止を命ず
ることができるものであること。

（９）養子縁組あっせん事業を行う者が社会福祉法第６９条第１項の規定に違反し
て開始を届け出ず、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは適正なあっせ
んを行わず不当な行為をしたときは、都道府県知事は、同法第７２条第３項の



規定に基づき、当該事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずること
ができるものであること。

第４ 養子縁組あっせん事業を行う社会福祉法人の認可 第４ 養子縁組あっせん事業を行う法人の認可及び指導
（１）法人の認可

養子縁組あっせん事業を行う社会福祉法人の認可については、平成１２年１ 養子縁組あっせん事業を行う社会福祉法人等の認可又は許可については、昭
２月１日障発第８９０号・社援発第２６１８号・老発第７９４号・児発第９０ 和３９年１月１０日社発第１５号「社会福祉法人の認可について」及び昭和５
８号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、 ４年５月１６日社庶第５６号「社会福祉法人の認可について」又は昭和４９年
児童家庭局長連名通知「社会福祉法人の認可について」等に定める事項のほ １２月２７日厚生省総第３９７号「地方公益法人に対する都道府県知事の許
か、少なくとも次の事項に適合するものであることを確認すること。 可、認可等の事務について」に定める事項のほか、少なくとも次の事項に適合

するものであることを確認すること。
ア 職員 ア 職員

社会福祉士又は児童福祉法第１３条第２項に定める児童福祉司となる資格 児童福祉法第１１条の２に定める児童福祉司となる資格を有する専任ケー
を有する専任ケースワーカーを２名以上置いていること。 スワーカーを２名以上置いていること。

イ 事業 イ 事業
平成１４年９月５日雇児発第０９０５００４号厚生労働省雇用均等・児童 昭和６２年１０月３１日厚生省発児第１３８号「里親等家庭養育の運営に

家庭局長通知「養子制度等の運用について」を踏まえた養子縁組あっせんの 関して」の第２章及び昭和６２年１０月３１日児発第９０１号「里親等家庭
方法に関する業務方法書を作成し、これに基づき事業を行うこと。 養育運営要綱の実施について」の第２章に定める内容に準じた養子縁組あっ

せんの方法に関する業務方法書を作成し、これに基づき事業を行うこと。
なお、同業務方法書においては、養子縁組あっせん後も、当該法人が引き なお、同業務方法書においては、養子縁組あっせん後も、当該法人が引き

続き定期的に面接指導等を行う旨が定められていなければならない。 続き定期的に面接指導等を行う旨が定められていなければならない。
ウ 定款の内容 ウ 定款又は寄附行為の内容
（ア）養子縁組あっせん事業を行うことがわかるよう明記されていること。 （ア）養子縁組あっせん事業を行うことがわかるよう明記されていること。
（イ）業務方法書を作成し都道府県知事の承認を得ること及び業務方法書を変 （イ）業務方法書を作成し都道府県知事の承認を得ること及び業務方法書を変

更するときも都道府県知事の承認を得ることが明記されていること。 更するときも都道府県知事の承認を得ることが明記されていること。
（２）法人の指導

既に設立を認可又は許可されている養子縁組あっせん事業を行う法人の指導
については、第１から第３までに定める事項のほか、前記（１）の趣旨にそっ
て指導を行うこと。


